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【届出の対象とした募集金額】 （第５回新株予約権）

その他の者に対する割当　　　　　　　　　　 727,545円

新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込

むべき金額の合計額を合算した金額　　　 182,727,545円

（第６回新株予約権）

その他の者に対する割当　　　　　　　　　　 727,545円

新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込

むべき金額の合計額を合算した金額　　　 182,727,545円

（第７回新株予約権）

その他の者に対する割当　　　　　　　　　　 727,545円

新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込

むべき金額の合計額を合算した金額　　　 182,727,545円

（第８回新株予約権）

その他の者に対する割当　　　　　　　　　　 727,545円

新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込

むべき金額の合計額を合算した金額　　　 182,727,545円

（第９回新株予約権）

その他の者に対する割当　　　　　　　　　　 727,545円

新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込

むべき金額の合計額を合算した金額　　　 182,727,545円

 

(注)本新株予約権は行使価額固定型であり、行使価額修正条項付

きのいわゆるＭＳＣＢやＭＳワラントとは異なります。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号）
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第一部 【証券情報】

第１ 【募集要項】

１ 【新規発行新株予約権証券（第５回新株予約権）】

(1)【募集の条件】

発行数 65個（新株予約権１個につき100株）

発行価額の総額 727,545円

発行価格 新株予約権１個につき11,193円

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 平成22年７月１日(木)

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
サムティ株式会社 管理部
大阪市淀川区西中島四丁目３番24号

払込期日 平成22年７月１日(木)

割当日 平成22年７月１日(木)

払込取扱場所 株式会社りそな銀行 新大阪駅前支店

(注)１．平成22年６月15日開催の当社取締役会決議によるものであります。
２．申込方法は申込期間内に申込取扱場所に申し込みをすることとします。
３．本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
４．振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

(2)【新株予約権の内容等】

新株予約権の目的となる
株式の種類

サムティ株式会社 普通株式
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり
ます。なお、単元株制度は採用しておりません。

新株予約権の目的となる
株式の数

１．本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式6,500株とする
（本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「割当株式数」という。）
は100株とする。）。但し、第２項及び第３項により割当株式数が調整される場合に
は、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される
ものとする。

２．当社が後述する「新株予約権の行使時の払込金額」の規定に従って行使価額の調
整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じ
る１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整
後行使価額は、「新株予約権の行使時の払込金額」に定める調整前行使価額及び調
整後行使価額とする。

 

調整後割当株式数 ＝
調整前割当株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額

 
３．調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る「新株予約権の行使時の払込金
額」第２項の第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整
後行使価額を適用する日と同日とする。

４．割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日ま
でに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式
数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但
し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以
降速やかにこれを行う。
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新株予約権の行使時の払
込金額

１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に
割当株式数を乗じた額とする。本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交
付する場合における株式１株当たりの出資される財産の価額（以下、「行使価額」
という。）は28,000円とする。但し、行使価額は本第２項の定めるところに従い調整
されるものとする。

２．行使価額の調整
(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社
の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次
に定める算式（以下、「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整
する。

 

    既発行

株式数
＋

割当株式数×１株あたり払込金額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

１株あたりの時価

既発行株式数 ＋ 割当株式数

 
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用
時期については、次に定めるところによる。
①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新た
に発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てに
よる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの
を含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社
普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する
場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合
を除く。）
調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最
終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。）以降、又はかかる発
行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が
ある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付
する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る
払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約
権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約
権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用
して算出するものとし、払込期日（新株予約権の場合は割当日)以降又は
（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当
てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降こ
れを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付
社債に付されたものを含む。）の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時
価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額
が１円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価
額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額
調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引い
た額を使用する。

(4) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出
　し、小数第２位を切り捨てるものとする。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に
先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日を除く。）の株式会社大
阪証券取引所ヘラクレス市場（以下、「ヘラクレス市場」という。）におけ
る当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均
値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てるもの
とする。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与
えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調
整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普
通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した
数とする。
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(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に
は、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行
使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発
生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調
整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響
を考慮する必要があるとき。

(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日ま
でに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使
価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知す
る。但し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこ
れを行う。

新株予約権の行使により
株式を発行する場合の株
式の発行価額の総額

182,727,545円
行使価額は固定型であり、行使価額修正条項付きのいわゆるMSCBやMSワラントとは異な
ります。
 

新株予約権の行使により
株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組
入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格は、行使請求に
係る上記「新株予約権の行使時の払込金額」記載の本新株予約権の行使に際して
出資される財産の総額を、上記「新株予約権の目的となる株式の数」記載の割当株
式数で除した額とする。

２．本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金
の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の
２分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り
上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額
を増加する資本準備金の額とする。

新株予約権の行使期間

平成22年７月１日から平成24年６月30日（但し、平成24年６月30日が銀行営業日でない
場合にはその前銀行営業日）までの期間とする。但し、「組織再編成行為に伴う新株予
約権の交付に関する事項」に定める組織再編成行為をするために本新株予約権の行使
の停止が必要である場合は、それらの効力発生日から14日後以内の日に先立つ30日以内
の当社が指定する期間は、本新株予約権を行使することはできない。この場合は、行使を
停止する期間その他必要な事項を、当該期間の開始日の１ヶ月前までに通知する。

新株予約権の行使請求の
受付場所、取次場所及び
払込取扱場所

１．新株予約権の行使請求の受付場所
サムティ株式会社 管理部

２．取次場所
該当事項はありません。

３．払込取扱場所
株式会社りそな銀行 新大阪駅前支店

新株予約権の行使の条件

１．本新株予約権の行使によって取得することとなる株式数が、本新株予約権の払込期
日時点における当社上場株式数の5％を超えることとなる場合の、当該5％を超える
部分に係る新株予約権の行使はできない。

２．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式
数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

３．各本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取得の
事由及び取得の条件

本新株予約権の割当日から３ヶ月を経過した日以降いつでも、当社は取締役会により本
新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日（以下、「取得日」という。）
を決議することができる。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約
権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の20営業日前までに行う
ことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権１個につき本新株予約権１個当たり
の払込価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得するこ
とができる。

新株予約権の譲渡に関す
る事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。
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組織再編成行為に伴う新
株予約権の交付に関する
事項

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割
会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交
換、又は株式移転完全子会社となる株式移転（以下、「組織再編成行為」と総称する。）
を行う場合は、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権
に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割
設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社（以下、「再編当事会社」
と総称する。）は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに新株予
約権を交付するものとする。
１．新たに交付される新株予約権の数
新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編成行為の条件等を勘案
して合理的に調整する。調整後の１個未満の端数は切り捨てる。

２．新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編当事会社の同種の株式

３．新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は
切り上げる。

４．新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は
切り上げる。

５．新たに交付される新株予約権に係る行使可能期間、当該新株予約権の行使により株
式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当
該新株予約権の取得、組織再編成行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券
及び行使の条件
本新株予約権の内容等に準じて、組織再編行為に際して決定する。

６．新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役
会の承認を要する。

(注)１．本新株予約権の行使指示
当社は、当日を含めた５連続取引日（終値のない日を除く。）の株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場における当
社普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の130％を超過した場合（かかる場合を以下、「条
件成就」といいます。）、市場環境及び他の資金調達手法等を総合的に検討し、当社普通株式の出来高数に連動した一
定個数を上限に、当社が、本新株予約権の行使を指示(以下、「行使指示」といいます。)することができます。行使指示
を受けた割当予定先は、原則として10取引日内に当該行使指示に係る本新株予約権を行使するため、当社グループの
資金需要に応じた機動的な資金調達が期待されます。
具体的には、当社は、割当予定先との間で締結されるコミットメント条項付き第三者割当契約（以下、「本契約」とい
います。）に基づき、当社の裁量により、割当予定先に10日以内に行使すべき本新株予約権数を行使指示することがで
きます。
各行使指示は、当日を含めた５連続取引日（終値のない日を除く。）の株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場にお
ける当社普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の130％を超過した場合に、発行要項に従い
定められる本新株予約権１個の目的である株式の数に行使を指示する本新株予約権の個数を乗じた株式数が、条件成
就の日の株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場における当社株式の出来高の15％にもっとも近似する株式数とな
る個数を上限として行われます。
また、当日を含めた５連続取引日（終値のない日を除く。）の株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場における当社
普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の150％を超過した場合には、発行要項に従い定めら
れる本新株予約権１個の目的である株式数に行使を指示する本新株予約権の個数を乗じた株式数が、条件成就の日の
株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場における当社株式の出来高の20％にもっとも近似する株式数となる個数を
上限として行われます。
なお、行使指示は２日続けて行うことはできず、行使指示を行った場合でも、行使を行う本新株予約権の個数に、新株
予約権１個当たりに付与される株式数を乗じ、得られた株数に、本新株予約権の行使価額を乗じた金額が20百万円を
超えてはならないものとなっております。

２．本新株予約権の取得請求
本新株予約権には、当社が、本新株予約権の割当日から３ヶ月を経過した日以降いつでも一定の手続を経て、当社は、
本新株予約権１個当たりの払込金額と同額で、本新株予約権の全部又は一部を取得することができる旨の取得条項が
付されております。
かかる取得条項により、当社は、事業戦略の進捗次第で将来的に資金調達ニーズが後退した場合、又はより有利な他の
資金調達手法が確保された場合には、その判断により取得条項に従い本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部
又は一部を取得することができ、本新株予約権の発行後も資本政策の柔軟性を確保することができます。

３．本新株予約権証券の発行及び株券の発行
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券及び行使請求による株式に係る株券を発行しません。
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４．本新株予約権の行使請求の方法
(1) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、自己の氏名又は名称及び
住所、自己のために開設された当社普通株式の振替を行うための口座（社債、株式等の振替に関する法律第131条
第3項に定める特別口座を除く。）のコードその他必要事項を記載してこれに記名捺印したうえ、上述の新株予約
権の行使期間に定める行使期間中に上述の新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所記載の
行使請求受付場所に提出し、かつ、かかる行使請求の対象となった本新株予約権の数に行使価額を乗じた金額
（以下、「出資金総額」という。）を現金にて同新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所に
定める払込取扱場所の当社が指定する口座（以下、「指定口座」という。）に振り込むものとします。

(2) 本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできません。
(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着し、かつ当該本新株予約権
の行使に係る出資金総額が指定口座に入金された場合において、当該行使請求書に係る新株予約権行使請求取次
日の6営業日後の日に発生します。

５．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由
本新株予約権の行使価額その他本新株予約権の内容及び本契約の諸条件を考慮して、一般的な価格算定モデルである
モンテカルロ・シミュレーションによる算定結果を参考に、本新株予約権１個当たりの払込金額を11,193円といたし
ました。さらに、本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は上述の新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額記載のとおりとし、行使価額は、当該発行に係る取締役会決議日の前日（平成22
年６月14日）のヘラクレス市場における当社普通株式の終値29,600円に0.946を乗じて得た金額を基に決定いたしま
した。

 

(3)【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。
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２ 【新規発行新株予約権証券（第６回新株予約権）】

(1)【募集の条件】

発行数 65個（新株予約権１個につき100株）

発行価額の総額 727,545円

発行価格 新株予約権１個につき11,193円

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 平成22年７月１日(木)

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
サムティ株式会社 管理部
大阪市淀川区西中島四丁目３番24号

払込期日 平成22年７月１日(木)

割当日 平成22年７月１日(木)

払込取扱場所 株式会社りそな銀行 新大阪駅前支店

(注)１．平成22年６月15日開催の当社取締役会決議によるものであります。
２．申込方法は申込期間内に申込取扱場所に申し込みをすることとします。
３．本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
４．振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

(2)【新株予約権の内容等】

新株予約権の目的となる
株式の種類

サムティ株式会社 普通株式
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり
ます。なお、単元株制度は採用しておりません。

新株予約権の目的となる
株式の数

１．本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式6,500株とする（本
新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「割当株式数」という。）は
100株とする。）。但し、第２項及び第３項により割当株式数が調整される場合には、
本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるもの
とする。

２．当社が後述する「新株予約権の行使時の払込金額」の規定に従って行使価額の調
整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じ
る１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整
後行使価額は、「新株予約権の行使時の払込金額」に定める調整前行使価額及び調
整後行使価額とする。

 

調整後割当株式数 ＝
調整前割当株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額

 
３．調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る「新株予約権の行使時の払込金
額」第２項の第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整
後行使価額を適用する日と同日とする。

４．割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日まで
に、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、
調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適
用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速
やかにこれを行う。
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新株予約権の行使時の払
込金額

１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割
当株式数を乗じた額とする。本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付
する場合における株式１株当たりの出資される財産の価額（以下、「行使価額」と
いう。）は28,000円とする。但し、行使価額は本第２項の定めるところに従い調整さ
れるものとする。

２．行使価額の調整
(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社
の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次
に定める算式（以下、「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整す
る。

 

    既発行

株式数
＋

割当株式数×１株あたり払込金額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

１株あたりの時価

既発行株式数 ＋ 割当株式数

 
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時
期については、次に定めるところによる。
①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新た
に発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てに
よる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを
含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普
通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場
合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除
く。）
調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最
終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。）以降、又はかかる発
行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日があ
る場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付
する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る
払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権
付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約
権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用し
て算出するものとし、払込期日（新株予約権の場合は割当日)以降又は（無償
割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受け
る権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用
する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社
債に付されたものを含む。）の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を
下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が
１円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額
の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整
式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を
使用する。
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(4) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出
　し、小数第２位を切り捨てるものとする。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に
先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日を除く。）の株式会社大
阪証券取引所ヘラクレス市場（以下、「ヘラクレス市場」という。）における
当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の
計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てるものとす
る。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与
えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調
整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通
株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数
とする。

(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に
は、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使
価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生
により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調
整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響
を考慮する必要があるとき。

(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日まで
に、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価
額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但
し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行
う。

新株予約権の行使により
株式を発行する場合の株
式の発行価額の総額

182,727,545円
行使価額は固定型であり、行使価額修正条項付きのいわゆるMSCBやMSワラントとは異な
ります。
 

新株予約権の行使により
株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組
入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格は、行使請求に
係る上記「新株予約権の行使時の払込金額」記載の本新株予約権の行使に際して出
資される財産の総額を、上記「新株予約権の目的となる株式の数」記載の割当株式
数で除した額とする。

２．本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の
額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２
分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げ
た額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加
する資本準備金の額とする。

新株予約権の行使期間

平成22年７月１日から平成24年６月30日（但し、平成24年６月30日が銀行営業日でない
場合にはその前銀行営業日）までの期間とする。但し、「組織再編成行為に伴う新株予約
権の交付に関する事項」に定める組織再編成行為をするために本新株予約権の行使の停
止が必要である場合は、それらの効力発生日から14日後以内の日に先立つ30日以内の当
社が指定する期間は、本新株予約権を行使することはできない。この場合は、行使を停止
する期間その他必要な事項を、当該期間の開始日の１ヶ月前までに通知する。

新株予約権の行使請求の
受付場所、取次場所及び
払込取扱場所

１．新株予約権の行使請求の受付場所
サムティ株式会社 管理部

２．取次場所
該当事項はありません。

３．払込取扱場所
株式会社りそな銀行 新大阪駅前支店
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新株予約権の行使の条件

１．当社が本新株予約権の行使の承認を行い、その旨を新株予約権者に通知した日より、
全ての本新株予約権の行使が可能となる。

２．本新株予約権の行使によって取得することとなる株式数が、本新株予約権の払込期
日時点における当社上場株式数の5％を超えることとなる場合の、当該5％を超える
部分に係る新株予約権の行使はできない。

３．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式
数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

４．各本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取得の
事由及び取得の条件

本新株予約権の割当日から３ヶ月を経過した日以降いつでも、当社は取締役会により本
新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日（以下、「取得日」という。）を
決議することができる。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権
の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の20営業日前までに行うこ
とにより、取得日の到来をもって、本新株予約権１個につき本新株予約権１個当たりの払
込価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することが
できる。

新株予約権の譲渡に関す
る事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新
株予約権の交付に関する
事項

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会
社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、
又は株式移転完全子会社となる株式移転（以下、「組織再編成行為」と総称する。）を行
う場合は、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代
わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会
社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社（以下、「再編当事会社」と総称す
る。）は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに新株予約権を交
付するものとする。
１．新たに交付される新株予約権の数
新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編成行為の条件等を勘案
して合理的に調整する。調整後の１個未満の端数は切り捨てる。

２．新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編当事会社の同種の株式

３．新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切
り上げる。

４．新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切
り上げる。

５．新たに交付される新株予約権に係る行使可能期間、当該新株予約権の行使により株
式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当
該新株予約権の取得、組織再編成行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及
び行使の条件
本新株予約権の内容等に準じて、組織再編行為に際して決定する。

６．新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役
会の承認を要する。
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(注)１．本新株予約権の行使指示
当社は、当日を含めた５連続取引日（終値のない日を除く。）の株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場における当
社普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の130％を超過した場合（かかる場合を以下、「条
件成就」といいます。）、市場環境及び他の資金調達手法等を総合的に検討し、当社普通株式の出来高数に連動した一
定個数を上限に、当社が、本新株予約権の行使を指示(以下、「行使指示」といいます。)することができます。行使指示
を受けた割当予定先は、原則として10取引日内に当該行使指示に係る本新株予約権を行使するため、当社グループの
資金需要に応じた機動的な資金調達が期待されます。
具体的には、当社は、割当予定先との間で締結されるコミットメント条項付き第三者割当契約（以下、「本契約」とい
います。）に基づき、当社の裁量により、割当予定先に10日以内に行使すべき本新株予約権数を行使指示することがで
きます。
各行使指示は、当日を含めた５連続取引日（終値のない日を除く。）の株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場にお
ける当社普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の130％を超過した場合に、発行要項に従い
定められる本新株予約権１個の目的である株式の数に行使を指示する本新株予約権の個数を乗じた株式数が、条件成
就の日の株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場における当社株式の出来高の15％にもっとも近似する株式数とな
る個数を上限として行われます。
また、当日を含めた５連続取引日（終値のない日を除く。）の株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場における当社
普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の150％を超過した場合には、発行要項に従い定めら
れる本新株予約権１個の目的である株式数に行使を指示する本新株予約権の個数を乗じた株式数が、条件成就の日の
株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場における当社株式の出来高の20％にもっとも近似する株式数となる個数を
上限として行われます。
なお、行使指示は２日続けて行うことはできず、行使指示を行った場合でも、行使を行う本新株予約権の個数に、新株
予約権１個当たりに付与される株式数を乗じ、得られた株数に、本新株予約権の行使価額を乗じた金額が20百万円を
超えてはならないものとなっております。

２．本新株予約権の取得請求
本新株予約権には、当社が、本新株予約権の割当日から３ヶ月を経過した日以降いつでも一定の手続を経て、当社は、
本新株予約権１個当たりの払込金額と同額で、本新株予約権の全部又は一部を取得することができる旨の取得条項が
付されております。
かかる取得条項により、当社は、事業戦略の進捗次第で将来的に資金調達ニーズが後退した場合、又はより有利な他の
資金調達手法が確保された場合には、その判断により取得条項に従い本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部
又は一部を取得することができ、本新株予約権の発行後も資本政策の柔軟性を確保することができます。

３．本新株予約権証券の発行及び株券の発行
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券及び行使請求による株式に係る株券を発行しません。

４．本新株予約権の行使請求の方法
(1) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、自己の氏名又は名称及び
住所、自己のために開設された当社普通株式の振替を行うための口座（社債、株式等の振替に関する法律第131条
第3項に定める特別口座を除く。）のコードその他必要事項を記載してこれに記名捺印したうえ、上述の新株予約
権の行使期間に定める行使期間中に上述の新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所記載の
行使請求受付場所に提出し、かつ、かかる行使請求の対象となった本新株予約権の数に行使価額を乗じた金額
（以下、「出資金総額」という。）を現金にて同新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所に
定める払込取扱場所の当社が指定する口座（以下、「指定口座」という。）に振り込むものとします。

(2) 本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできません。
(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着し、かつ当該本新株予約権
の行使に係る出資金総額が指定口座に入金された場合において、当該行使請求書に係る新株予約権行使請求取次
日の6営業日後の日に発生します。

５．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由
本新株予約権の行使価額その他本新株予約権の内容及び本契約の諸条件を考慮して、一般的な価格算定モデルである
モンテカルロ・シミュレーションによる算定結果を参考に、本新株予約権１個当たりの払込金額を11,193円といたし
ました。さらに、本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は上述の新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額記載のとおりとし、行使価額は、当該発行に係る取締役会決議日の前日（平成22
年６月14日）のヘラクレス市場における当社普通株式の終値29,600円に0.946を乗じて得た金額を基に決定いたしま
した。

 

(3)【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。
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３ 【新規発行新株予約権証券（第７回新株予約権）】

(1)【募集の条件】

発行数 65個（新株予約権１個につき100株）

発行価額の総額 727,545円

発行価格 新株予約権１個につき11,193円

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 平成22年７月１日(木)

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
サムティ株式会社 管理部
大阪市淀川区西中島四丁目３番24号

払込期日 平成22年７月１日(木)

割当日 平成22年７月１日(木)

払込取扱場所 株式会社りそな銀行 新大阪駅前支店

(注)１．平成22年６月15日開催の当社取締役会決議によるものであります。
２．申込方法は申込期間内に申込取扱場所に申し込みをすることとします。
３．本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
４．振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

(2)【新株予約権の内容等】

新株予約権の目的となる
株式の種類

サムティ株式会社 普通株式
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり
ます。なお、単元株制度は採用しておりません。

新株予約権の目的となる
株式の数

１．本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式6,500株とする（本
新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「割当株式数」という。）は
100株とする。）。但し、第２項及び第３項により割当株式数が調整される場合には、
本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるもの
とする。

２．当社が後述する「新株予約権の行使時の払込金額」の規定に従って行使価額の調整
を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる
１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後
行使価額は、「新株予約権の行使時の払込金額」に定める調整前行使価額及び調整
後行使価額とする。

 

調整後割当株式数 ＝
調整前割当株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額

 
３．調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る「新株予約権の行使時の払込金
額」第２項の第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整
後行使価額を適用する日と同日とする。

４．割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日まで
に、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、
調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適
用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速
やかにこれを行う。
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新株予約権の行使時の払
込金額

１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割
当株式数を乗じた額とする。本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付
する場合における株式１株当たりの出資される財産の価額（以下、「行使価額」と
いう。）は28,000円とする。但し、行使価額は本第２項の定めるところに従い調整さ
れるものとする。

２．行使価額の調整
(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社
の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次
に定める算式（以下、「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整す
る。

 

    既発行

株式数
＋

割当株式数×１株あたり払込金額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

１株あたりの時価

既発行株式数 ＋ 割当株式数

 
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時
期については、次に定めるところによる。
①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新た
に発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てに
よる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを
含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普
通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場
合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除
く。）
調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最
終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。）以降、又はかかる発
行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日があ
る場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付
する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る
払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権
付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約
権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用し
て算出するものとし、払込期日（新株予約権の場合は割当日)以降又は（無償
割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受け
る権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用
する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社
債に付されたものを含む。）の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を
下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が
１円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額
の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整
式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を
使用する。
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(4) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出
　し、小数第２位を切り捨てるものとする。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に
先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日を除く。）の株式会社大
阪証券取引所ヘラクレス市場（以下、「ヘラクレス市場」という。）における
当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の
計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てるものとす
る。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与
えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調
整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通
株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数
とする。

(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に
は、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使
価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生
により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調
整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響
を考慮する必要があるとき。

(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日まで
に、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価
額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但
し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行
う。

新株予約権の行使により
株式を発行する場合の株
式の発行価額の総額

182,727,545円
行使価額は固定型であり、行使価額修正条項付きのいわゆるMSCBやMSワラントとは異な
ります。
 

新株予約権の行使により
株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組
入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格は、行使請求に
係る上記「新株予約権の行使時の払込金額」記載の本新株予約権の行使に際して出
資される財産の総額を、上記「新株予約権の目的となる株式の数」記載の割当株式
数で除した額とする。

２．本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の
額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２
分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げ
た額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加
する資本準備金の額とする。

新株予約権の行使期間

平成22年７月１日から平成24年６月30日（但し、平成24年６月30日が銀行営業日でない
場合にはその前銀行営業日）までの期間とする。但し、「組織再編成行為に伴う新株予約
権の交付に関する事項」に定める組織再編成行為をするために本新株予約権の行使の停
止が必要である場合は、それらの効力発生日から14日後以内の日に先立つ30日以内の当
社が指定する期間は、本新株予約権を行使することはできない。この場合は、行使を停止
する期間その他必要な事項を、当該期間の開始日の１ヶ月前までに通知する。

新株予約権の行使請求の
受付場所、取次場所及び
払込取扱場所

１．新株予約権の行使請求の受付場所
サムティ株式会社 管理部

２．取次場所
該当事項はありません。

３．払込取扱場所
株式会社りそな銀行 新大阪駅前支店
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新株予約権の行使の条件

１．当社が本新株予約権の行使の承認を行い、その旨を新株予約権者に通知した日より、
全ての本新株予約権の行使が可能となる。

２．本新株予約権の行使によって取得することとなる株式数が、本新株予約権の払込期
日時点における当社上場株式数の5％を超えることとなる場合の、当該5％を超える
部分に係る新株予約権の行使はできない。

３．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式
数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

４．各本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取得の
事由及び取得の条件

本新株予約権の割当日から３ヶ月を経過した日以降いつでも、当社は取締役会により本
新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日（以下、「取得日」という。）を
決議することができる。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権
の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の20営業日前までに行うこ
とにより、取得日の到来をもって、本新株予約権１個につき本新株予約権１個当たりの払
込価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することが
できる。

新株予約権の譲渡に関す
る事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新
株予約権の交付に関する
事項

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会
社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、
又は株式移転完全子会社となる株式移転（以下、「組織再編成行為」と総称する。）を行
う場合は、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代
わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会
社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社（以下、「再編当事会社」と総称す
る。）は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに新株予約権を交
付するものとする。
１．新たに交付される新株予約権の数
新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編成行為の条件等を勘案
して合理的に調整する。調整後の１個未満の端数は切り捨てる。

２．新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編当事会社の同種の株式

３．新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切
り上げる。

４．新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切
り上げる。

５．新たに交付される新株予約権に係る行使可能期間、当該新株予約権の行使により株
式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当
該新株予約権の取得、組織再編成行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及
び行使の条件
本新株予約権の内容等に準じて、組織再編行為に際して決定する。

６．新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役
会の承認を要する。
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(注)１．本新株予約権の行使指示
当社は、当日を含めた５連続取引日（終値のない日を除く。）の株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場における当
社普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の130％を超過した場合（かかる場合を以下、「条
件成就」といいます。）、市場環境及び他の資金調達手法等を総合的に検討し、当社普通株式の出来高数に連動した一
定個数を上限に、当社が、本新株予約権の行使を指示(以下、「行使指示」といいます。)することができます。行使指示
を受けた割当予定先は、原則として10取引日内に当該行使指示に係る本新株予約権を行使するため、当社グループの
資金需要に応じた機動的な資金調達が期待されます。
具体的には、当社は、割当予定先との間で締結されるコミットメント条項付き第三者割当契約（以下、「本契約」とい
います。）に基づき、当社の裁量により、割当予定先に10日以内に行使すべき本新株予約権数を行使指示することがで
きます。
各行使指示は、当日を含めた５連続取引日（終値のない日を除く。）の株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場にお
ける当社普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の130％を超過した場合に、発行要項に従い
定められる本新株予約権１個の目的である株式の数に行使を指示する本新株予約権の個数を乗じた株式数が、条件成
就の日の株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場における当社株式の出来高の15％にもっとも近似する株式数とな
る個数を上限として行われます。
また、当日を含めた５連続取引日（終値のない日を除く。）の株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場における当社
普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の150％を超過した場合には、発行要項に従い定めら
れる本新株予約権１個の目的である株式数に行使を指示する本新株予約権の個数を乗じた株式数が、条件成就の日の
株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場における当社株式の出来高の20％にもっとも近似する株式数となる個数を
上限として行われます。
なお、行使指示は２日続けて行うことはできず、行使指示を行った場合でも、行使を行う本新株予約権の個数に、新株
予約権１個当たりに付与される株式数を乗じ、得られた株数に、本新株予約権の行使価額を乗じた金額が20百万円を
超えてはならないものとなっております。

２．本新株予約権の取得請求
本新株予約権には、当社が、本新株予約権の割当日から３ヶ月を経過した日以降いつでも一定の手続を経て、当社は、
本新株予約権１個当たりの払込金額と同額で、本新株予約権の全部又は一部を取得することができる旨の取得条項が
付されております。
かかる取得条項により、当社は、事業戦略の進捗次第で将来的に資金調達ニーズが後退した場合、又はより有利な他の
資金調達手法が確保された場合には、その判断により取得条項に従い本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部
又は一部を取得することができ、本新株予約権の発行後も資本政策の柔軟性を確保することができます。

３．本新株予約権証券の発行及び株券の発行
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券及び行使請求による株式に係る株券を発行しません。

４．本新株予約権の行使請求の方法
(1) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、自己の氏名又は名称及び
住所、自己のために開設された当社普通株式の振替を行うための口座（社債、株式等の振替に関する法律第131条
第3項に定める特別口座を除く。）のコードその他必要事項を記載してこれに記名捺印したうえ、上述の新株予約
権の行使期間に定める行使期間中に上述の新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所記載の
行使請求受付場所に提出し、かつ、かかる行使請求の対象となった本新株予約権の数に行使価額を乗じた金額
（以下、「出資金総額」という。）を現金にて同新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所に
定める払込取扱場所の当社が指定する口座（以下、「指定口座」という。）に振り込むものとします。

(2) 本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできません。
(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着し、かつ当該本新株予約権
の行使に係る出資金総額が指定口座に入金された場合において、当該行使請求書に係る新株予約権行使請求取次
日の6営業日後の日に発生します。

５．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由
本新株予約権の行使価額その他本新株予約権の内容及び本契約の諸条件を考慮して、一般的な価格算定モデルである
モンテカルロ・シミュレーションによる算定結果を参考に、本新株予約権１個当たりの払込金額を11,193円といたし
ました。さらに、本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は上述の新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額記載のとおりとし、行使価額は、当該発行に係る取締役会決議日の前日（平成22
年６月14日）のヘラクレス市場における当社普通株式の終値29,600円に0.946を乗じて得た金額を基に決定いたしま
した。

 

(3)【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。
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４ 【新規発行新株予約権証券（第８回新株予約権）】

(1)【募集の条件】

発行数 65個（新株予約権１個につき100株）

発行価額の総額 727,545円

発行価格 新株予約権１個につき11,193円

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 平成22年７月１日(木)

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
サムティ株式会社 管理部
大阪市淀川区西中島四丁目３番24号

払込期日 平成22年７月１日(木)

割当日 平成22年７月１日(木)

払込取扱場所 株式会社りそな銀行 新大阪駅前支店

(注)１．平成22年６月15日開催の当社取締役会決議によるものであります。
２．申込方法は申込期間内に申込取扱場所に申し込みをすることとします。
３．本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
４．振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

(2)【新株予約権の内容等】

新株予約権の目的となる
株式の種類

サムティ株式会社 普通株式
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり
ます。なお、単元株制度は採用しておりません。

新株予約権の目的となる
株式の数

１．本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式6,500株とする（本
新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「割当株式数」という。）は
100株とする。）。但し、第２項及び第３項により割当株式数が調整される場合には、
本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるもの
とする。

２．当社が後述する「新株予約権の行使時の払込金額」の規定に従って行使価額の調整
を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる
１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後
行使価額は、「新株予約権の行使時の払込金額」に定める調整前行使価額及び調整
後行使価額とする。

 

調整後割当株式数 ＝
調整前割当株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額

 
３．調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る「新株予約権の行使時の払込金
額」第２項の第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整
後行使価額を適用する日と同日とする。

４．割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日まで
に、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、
調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適
用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速
やかにこれを行う。
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新株予約権の行使時の払
込金額

１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割
当株式数を乗じた額とする。本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付
する場合における株式１株当たりの出資される財産の価額（以下、「行使価額」と
いう。）は28,000円とする。但し、行使価額は本第２項の定めるところに従い調整さ
れるものとする。

２．行使価額の調整
(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社
の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次
に定める算式（以下、「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整す
る。

 

    既発行

株式数
＋

割当株式数×１株あたり払込金額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

１株あたりの時価

既発行株式数 ＋ 割当株式数

 
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時
期については、次に定めるところによる。
①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新た
に発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てに
よる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを
含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普
通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場
合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除
く。）
調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最
終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。）以降、又はかかる発
行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日があ
る場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付
する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る
払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権
付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約
権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用し
て算出するものとし、払込期日（新株予約権の場合は割当日)以降又は（無償
割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受け
る権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用
する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社
債に付されたものを含む。）の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を
下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が
１円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額
の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整
式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を
使用する。
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(4) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出
　し、小数第２位を切り捨てるものとする。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に
先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日を除く。）の株式会社大
阪証券取引所ヘラクレス市場（以下、「ヘラクレス市場」という。）における
当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の
計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てるものとす
る。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与
えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調
整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通
株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数
とする。

(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に
は、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使
価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生
により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調
整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響
を考慮する必要があるとき。

(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日まで
に、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価
額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但
し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行
う。

新株予約権の行使により
株式を発行する場合の株
式の発行価額の総額

182,727,545円
行使価額は固定型であり、行使価額修正条項付きのいわゆるMSCBやMSワラントとは異な
ります。
 

新株予約権の行使により
株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組
入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格は、行使請求に
係る上記「新株予約権の行使時の払込金額」記載の本新株予約権の行使に際して出
資される財産の総額を、上記「新株予約権の目的となる株式の数」記載の割当株式
数で除した額とする。

２．本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の
額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２
分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げ
た額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加
する資本準備金の額とする。

新株予約権の行使期間

平成22年７月１日から平成24年６月30日（但し、平成24年６月30日が銀行営業日でない
場合にはその前銀行営業日）までの期間とする。但し、「組織再編成行為に伴う新株予約
権の交付に関する事項」に定める組織再編成行為をするために本新株予約権の行使の停
止が必要である場合は、それらの効力発生日から14日後以内の日に先立つ30日以内の当
社が指定する期間は、本新株予約権を行使することはできない。この場合は、行使を停止
する期間その他必要な事項を、当該期間の開始日の１ヶ月前までに通知する。

新株予約権の行使請求の
受付場所、取次場所及び
払込取扱場所

１．新株予約権の行使請求の受付場所
サムティ株式会社 管理部

２．取次場所
該当事項はありません。

３．払込取扱場所
株式会社りそな銀行 新大阪駅前支店
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新株予約権の行使の条件

１．当社が本新株予約権の行使の承認を行い、その旨を新株予約権者に通知した日より、
全ての本新株予約権の行使が可能となる。

２．本新株予約権の行使によって取得することとなる株式数が、本新株予約権の払込期
日時点における当社上場株式数の5％を超えることとなる場合の、当該5％を超える
部分に係る新株予約権の行使はできない。

３．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式
数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

４．各本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取得の
事由及び取得の条件

本新株予約権の割当日から３ヶ月を経過した日以降いつでも、当社は取締役会により本
新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日（以下、「取得日」という。）を
決議することができる。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権
の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の20営業日前までに行うこ
とにより、取得日の到来をもって、本新株予約権１個につき本新株予約権１個当たりの払
込価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することが
できる。

新株予約権の譲渡に関す
る事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新
株予約権の交付に関する
事項

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会
社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、
又は株式移転完全子会社となる株式移転（以下、「組織再編成行為」と総称する。）を行
う場合は、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代
わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会
社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社（以下、「再編当事会社」と総称す
る。）は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに新株予約権を交
付するものとする。
１．新たに交付される新株予約権の数
新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編成行為の条件等を勘案
して合理的に調整する。調整後の１個未満の端数は切り捨てる。

２．新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編当事会社の同種の株式

３．新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切
り上げる。

４．新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切
り上げる。

５．新たに交付される新株予約権に係る行使可能期間、当該新株予約権の行使により株
式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当
該新株予約権の取得、組織再編成行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及
び行使の条件
本新株予約権の内容等に準じて、組織再編行為に際して決定する。

６．新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役
会の承認を要する。
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(注)１．本新株予約権の行使指示
当社は、当日を含めた５連続取引日（終値のない日を除く。）の株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場における当
社普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の130％を超過した場合（かかる場合を以下、「条
件成就」といいます。）、市場環境及び他の資金調達手法等を総合的に検討し、当社普通株式の出来高数に連動した一
定個数を上限に、当社が、本新株予約権の行使を指示(以下、「行使指示」といいます。)することができます。行使指示
を受けた割当予定先は、原則として10取引日内に当該行使指示に係る本新株予約権を行使するため、当社グループの
資金需要に応じた機動的な資金調達が期待されます。
具体的には、当社は、割当予定先との間で締結されるコミットメント条項付き第三者割当契約（以下、「本契約」とい
います。）に基づき、当社の裁量により、割当予定先に10日以内に行使すべき本新株予約権数を行使指示することがで
きます。
各行使指示は、当日を含めた５連続取引日（終値のない日を除く。）の株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場にお
ける当社普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の130％を超過した場合に、発行要項に従い
定められる本新株予約権１個の目的である株式の数に行使を指示する本新株予約権の個数を乗じた株式数が、条件成
就の日の株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場における当社株式の出来高の15％にもっとも近似する株式数とな
る個数を上限として行われます。
また、当日を含めた５連続取引日（終値のない日を除く。）の株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場における当社
普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の150％を超過した場合には、発行要項に従い定めら
れる本新株予約権１個の目的である株式数に行使を指示する本新株予約権の個数を乗じた株式数が、条件成就の日の
株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場における当社株式の出来高の20％にもっとも近似する株式数となる個数を
上限として行われます。
なお、行使指示は２日続けて行うことはできず、行使指示を行った場合でも、行使を行う本新株予約権の個数に、新株
予約権１個当たりに付与される株式数を乗じ、得られた株数に、本新株予約権の行使価額を乗じた金額が20百万円を
超えてはならないものとなっております。

２．本新株予約権の取得請求
本新株予約権には、当社が、本新株予約権の割当日から３ヶ月を経過した日以降いつでも一定の手続を経て、当社は、
本新株予約権１個当たりの払込金額と同額で、本新株予約権の全部又は一部を取得することができる旨の取得条項が
付されております。
かかる取得条項により、当社は、事業戦略の進捗次第で将来的に資金調達ニーズが後退した場合、又はより有利な他の
資金調達手法が確保された場合には、その判断により取得条項に従い本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部
又は一部を取得することができ、本新株予約権の発行後も資本政策の柔軟性を確保することができます。

３．本新株予約権証券の発行及び株券の発行
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券及び行使請求による株式に係る株券を発行しません。

４．本新株予約権の行使請求の方法
(1) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、自己の氏名又は名称及び
住所、自己のために開設された当社普通株式の振替を行うための口座（社債、株式等の振替に関する法律第131条
第3項に定める特別口座を除く。）のコードその他必要事項を記載してこれに記名捺印したうえ、上述の新株予約
権の行使期間に定める行使期間中に上述の新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所記載の
行使請求受付場所に提出し、かつ、かかる行使請求の対象となった本新株予約権の数に行使価額を乗じた金額
（以下、「出資金総額」という。）を現金にて同新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所に
定める払込取扱場所の当社が指定する口座（以下、「指定口座」という。）に振り込むものとします。

(2) 本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできません。
(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着し、かつ当該本新株予約権
の行使に係る出資金総額が指定口座に入金された場合において、当該行使請求書に係る新株予約権行使請求取次
日の6営業日後の日に発生します。

５．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由
本新株予約権の行使価額その他本新株予約権の内容及び本契約の諸条件を考慮して、一般的な価格算定モデルである
モンテカルロ・シミュレーションによる算定結果を参考に、本新株予約権１個当たりの払込金額を11,193円といたし
ました。さらに、本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は上述の新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額記載のとおりとし、行使価額は、当該発行に係る取締役会決議日の前日（平成22
年６月14日）のヘラクレス市場における当社普通株式の終値29,600円に0.946を乗じて得た金額を基に決定いたしま
した。

 

(3)【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。
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５ 【新規発行新株予約権証券（第９回新株予約権）】

(1)【募集の条件】

発行数 65個（新株予約権１個につき100株）

発行価額の総額 727,545円

発行価格 新株予約権１個につき11,193円

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 平成22年７月１日(木)

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
サムティ株式会社 管理部
大阪市淀川区西中島四丁目３番24号

払込期日 平成22年７月１日(木)

割当日 平成22年７月１日(木)

払込取扱場所 株式会社りそな銀行 新大阪駅前支店

(注)１．平成22年６月15日開催の当社取締役会決議によるものであります。
２．申込方法は申込期間内に申込取扱場所に申し込みをすることとします。
３．本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
４．振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

(2)【新株予約権の内容等】

新株予約権の目的となる
株式の種類

サムティ株式会社 普通株式
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり
ます。なお、単元株制度は採用しておりません。

新株予約権の目的となる
株式の数

１．本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式6,500株とする（本
新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「割当株式数」という。）は
100株とする。）。但し、第２項及び第３項により割当株式数が調整される場合には、
本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるもの
とする。

２．当社が後述する「新株予約権の行使時の払込金額」の規定に従って行使価額の調整
を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる
１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後
行使価額は、「新株予約権の行使時の払込金額」に定める調整前行使価額及び調整
後行使価額とする。

 

調整後割当株式数 ＝
調整前割当株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額

 
３．調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る「新株予約権の行使時の払込金
額」第２項の第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整
後行使価額を適用する日と同日とする。

４．割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日まで
に、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、
調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適
用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速
やかにこれを行う。
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新株予約権の行使時の払
込金額

１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割
当株式数を乗じた額とする。本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付
する場合における株式１株当たりの出資される財産の価額（以下、「行使価額」と
いう。）は28,000円とする。但し、行使価額は本第２項の定めるところに従い調整さ
れるものとする。

２．行使価額の調整
(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社
の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次
に定める算式（以下、「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整す
る。

 

    既発行

株式数
＋

割当株式数×１株あたり払込金額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

１株あたりの時価

既発行株式数 ＋ 割当株式数

 
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時
期については、次に定めるところによる。
①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新た
に発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てに
よる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを
含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普
通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場
合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除
く。）
調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最
終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。）以降、又はかかる発
行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日があ
る場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付
する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る
払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権
付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約
権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用し
て算出するものとし、払込期日（新株予約権の場合は割当日)以降又は（無償
割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受け
る権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用
する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社
債に付されたものを含む。）の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を
下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が
１円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額
の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整
式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を
使用する。
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(4) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出
　し、小数第２位を切り捨てるものとする。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に
先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日を除く。）の株式会社大
阪証券取引所ヘラクレス市場（以下、「ヘラクレス市場」という。）における
当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の
計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てるものとす
る。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与
えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調
整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通
株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数
とする。

(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に
は、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使
価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生
により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調
整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響
を考慮する必要があるとき。

(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日まで
に、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価
額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但
し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行
う。

新株予約権の行使により
株式を発行する場合の株
式の発行価額の総額

182,727,545円
行使価額は固定型であり、行使価額修正条項付きのいわゆるMSCBやMSワラントとは異な
ります。
 

新株予約権の行使により
株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組
入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格は、行使請求に
係る上記「新株予約権の行使時の払込金額」記載の本新株予約権の行使に際して出
資される財産の総額を、上記「新株予約権の目的となる株式の数」記載の割当株式
数で除した額とする。

２．本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の
額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２
分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げ
た額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加
する資本準備金の額とする。

新株予約権の行使期間

平成22年７月１日日から平成24年６月30日（但し、平成24年６月30日が銀行営業日でな
い場合にはその前銀行営業日）までの期間とする。但し、「組織再編成行為に伴う新株予
約権の交付に関する事項」に定める組織再編成行為をするために本新株予約権の行使の
停止が必要である場合は、それらの効力発生日から14日後以内の日に先立つ30日以内の
当社が指定する期間は、本新株予約権を行使することはできない。この場合は、行使を停
止する期間その他必要な事項を、当該期間の開始日の１ヶ月前までに通知する。

新株予約権の行使請求の
受付場所、取次場所及び
払込取扱場所

１．新株予約権の行使請求の受付場所
サムティ株式会社 管理部

２．取次場所
該当事項はありません。

３．払込取扱場所
株式会社りそな銀行 新大阪駅前支店
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新株予約権の行使の条件

１．当社が本新株予約権の行使の承認を行い、その旨を新株予約権者に通知した日より、
全ての本新株予約権の行使が可能となる。

２．本新株予約権の行使によって取得することとなる株式数が、本新株予約権の払込期
日時点における当社上場株式数の5％を超えることとなる場合の、当該5％を超える
部分に係る新株予約権の行使はできない。

３．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式
数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

４．各本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取得の
事由及び取得の条件

本新株予約権の割当日から３ヶ月を経過した日以降いつでも、当社は取締役会により本
新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日（以下、「取得日」という。）を
決議することができる。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権
の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の20営業日前までに行うこ
とにより、取得日の到来をもって、本新株予約権１個につき本新株予約権１個当たりの払
込価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することが
できる。

新株予約権の譲渡に関す
る事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新
株予約権の交付に関する
事項

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会
社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、
又は株式移転完全子会社となる株式移転（以下、「組織再編成行為」と総称する。）を行
う場合は、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代
わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会
社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社（以下、「再編当事会社」と総称す
る。）は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに新株予約権を交
付するものとする。
１．新たに交付される新株予約権の数
新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編成行為の条件等を勘案
して合理的に調整する。調整後の１個未満の端数は切り捨てる。

２．新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編当事会社の同種の株式

３．新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切
り上げる。

４．新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切
り上げる。

５．新たに交付される新株予約権に係る行使可能期間、当該新株予約権の行使により株
式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当
該新株予約権の取得、組織再編成行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及
び行使の条件
本新株予約権の内容等に準じて、組織再編行為に際して決定する。

６．新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役
会の承認を要する。
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(注)１．本新株予約権の行使指示
当社は、当日を含めた５連続取引日（終値のない日を除く。）の株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場における当
社普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の130％を超過した場合（かかる場合を以下、「条
件成就」といいます。）、市場環境及び他の資金調達手法等を総合的に検討し、当社普通株式の出来高数に連動した一
定個数を上限に、当社が、本新株予約権の行使を指示(以下、「行使指示」といいます。)することができます。行使指示
を受けた割当予定先は、原則として10取引日内に当該行使指示に係る本新株予約権を行使するため、当社グループの
資金需要に応じた機動的な資金調達が期待されます。
具体的には、当社は、割当予定先との間で締結されるコミットメント条項付き第三者割当契約（以下、「本契約」とい
います。）に基づき、当社の裁量により、割当予定先に10日以内に行使すべき本新株予約権数を行使指示することがで
きます。
各行使指示は、当日を含めた５連続取引日（終値のない日を除く。）の株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場にお
ける当社普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の130％を超過した場合に、発行要項に従い
定められる本新株予約権１個の目的である株式の数に行使を指示する本新株予約権の個数を乗じた株式数が、条件成
就の日の株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場における当社株式の出来高の15％にもっとも近似する株式数とな
る個数を上限として行われます。
また、当日を含めた５連続取引日（終値のない日を除く。）の株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場における当社
普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の150％を超過した場合には、発行要項に従い定めら
れる本新株予約権１個の目的である株式数に行使を指示する本新株予約権の個数を乗じた株式数が、条件成就の日の
株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場における当社株式の出来高の20％にもっとも近似する株式数となる個数を
上限として行われます。
なお、行使指示は２日続けて行うことはできず、行使指示を行った場合でも、行使を行う本新株予約権の個数に、新株
予約権１個当たりに付与される株式数を乗じ、得られた株数に、本新株予約権の行使価額を乗じた金額が20百万円を
超えてはならないものとなっております。

２．本新株予約権の取得請求
本新株予約権には、当社が、本新株予約権の割当日から３ヶ月を経過した日以降いつでも一定の手続を経て、当社は、
本新株予約権１個当たりの払込金額と同額で、本新株予約権の全部又は一部を取得することができる旨の取得条項が
付されております。
かかる取得条項により、当社は、事業戦略の進捗次第で将来的に資金調達ニーズが後退した場合、又はより有利な他の
資金調達手法が確保された場合には、その判断により取得条項に従い本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部
又は一部を取得することができ、本新株予約権の発行後も資本政策の柔軟性を確保することができます。

３．本新株予約権証券の発行及び株券の発行
当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券及び行使請求による株式に係る株券を発行しません。

４．本新株予約権の行使請求の方法
(1) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、自己の氏名又は名称及び
住所、自己のために開設された当社普通株式の振替を行うための口座（社債、株式等の振替に関する法律第131条
第3項に定める特別口座を除く。）のコードその他必要事項を記載してこれに記名捺印したうえ、上述の新株予約
権の行使期間に定める行使期間中に上述の新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所記載の
行使請求受付場所に提出し、かつ、かかる行使請求の対象となった本新株予約権の数に行使価額を乗じた金額
（以下、「出資金総額」という。）を現金にて同新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所に
定める払込取扱場所の当社が指定する口座（以下、「指定口座」という。）に振り込むものとします。

(2) 本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできません。
(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着し、かつ当該本新株予約権
の行使に係る出資金総額が指定口座に入金された場合において、当該行使請求書に係る新株予約権行使請求取次
日の6営業日後の日に発生します。

５．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由
本新株予約権の行使価額その他本新株予約権の内容及び本契約の諸条件を考慮して、一般的な価格算定モデルである
モンテカルロ・シミュレーションによる算定結果を参考に、本新株予約権１個当たりの払込金額を11,193円といたし
ました。さらに、本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は上述の新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額記載のとおりとし、行使価額は、当該発行に係る取締役会決議日の前日（平成22
年６月14日）のヘラクレス市場における当社普通株式の終値29,600円に0.946を乗じて得た金額を基に決定いたしま
した。

 

(3)【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。
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６ 【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

913,637,725 54,600,000 859,037,725

(注)１．発行諸費用の概算額の内訳
新株予約権に関わる設計評価料等2,000,000円、フィナンシャルアドバイザリー報酬46,500,000円（本新株予約権の
行使が行われて実際に払込みを受けた後、コンサルティング会社に支払う報酬金額の小計であります。）、登記関連費
用3,500,000円、信託銀行への代行手数料2,000,000円、その他諸費用600,000円

２．新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には上記金額
は減少いたします。

３．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2)【手取金の使途】

具体的な資金使途 金額（円） 支出予定時期

販売用不動産及び賃貸用不動産の取得 859,037,725 平成22年７月～平成24年６月

　調達する資金の具体的な使途は販売用不動産及び賃貸不動産の取得であり、支出予定時期に関しましては、特

定の時期として記載しておりません。支出予定時期に関しまして、特定の時期として記載していない理由は以

下のとおりであります。

　当社グループは不動産賃貸事業と不動産分譲事業をコアビジネスと位置づけております。不動産賃貸事業に

おいては当社グループにて賃貸用不動産を保有し、安定的な賃料収入を得るものであり、当該安定収入がある

ことに加え、必要な場合には保有物件を売却し資金回収できることにより、間接金融による資金調達が厳しい

中ではありますが、事業を継続しております。また、不動産賃貸事業による利益により当該事業費用、全社費用

及び借入金利息を賄えておりますが、販売用不動産の取得へ振り向けることが困難な状態であります。

　また、不動産分譲事業は土地を仕入れ、マンションを企画開発し、売却収入を得るものであり、当該事業は、開

発初期（土地の仕入）から当社グループが関与いたしますので、相応の利益を見込むことができ、当社グルー

プの成長ドライバーでありました。しかし、間接金融による資金調達が厳しくなって以降、将来の利益の源泉で

ある土地の仕入が計画通り行えていない状態であります。

　以上により、今後の当社グループは土地の仕入が出来なければ、将来の業績見通しが非常に厳しい状態になり

ます。将来の利益を計上するために、土地の仕入は急務でありますが、間接金融による資金調達は依然厳しい状

況で推移しております。

　当社グループはこの状況を打開すべく、銀行や証券会社等様々なルートでご相談をしておりましたが、間接金

融と同様に直接金融も厳しい状況で推移しております。

　そのような中、今回のマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社から本新株予約権の第三者割当

の引受提案があり、双方慎重に協議した結果、合意に至りました。

　土地の仕入が急務である中、現状の当社グループにとって資金を調達出来る可能性の高い方法の一つが新株

予約権の第三者割当であります。したがいまして、本新株予約権の発行及び行使により調達する資金につきま

しては、当社グループの今後の収益の源泉となる販売用不動産の取得に充当する予定でありますが、優良な賃

貸用不動産情報があれば、賃貸用不動産の取得資金にも充当する予定であります。
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　　本新株予約権は、行使指示条項付きではありますが、行使指示が出来る条件が発生するか否かは今後の市場動

向により予測困難であり、本新株予約権の行使時期、ひいては当社グループが調達する資金の時期及び金額も

予測困難であります。したがいまして、本新株予約権により調達した資金の支出時期を平成22年７月から平成

24年６月と長期にしております。

　　なお、当社グループといたしましては、本新株予約権の行使により調達した資金を一定額に達するまで銀行預

金等にて資金管理を行い、一定額、すなわち販売用不動産及び賃貸用不動産を取得できる金額に達した場合、そ

の収益性を慎重に検討したうえで物件取得に充当する予定です。なお、事業の推進に関しましては、本新株予約

権による調達額を含む手元資金に加え、対象不動産を担保に金融機関等からの借入もあわせて進めていく予定

です。

　ただし、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合には、上記の調達資金額は減少する場合があり

ます。

 

 

第２ 【売出要項】

該当事項はありません。

 

 

第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

１ 【割当予定先の状況】

(1) 割当予定先の概要

名称 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社

本店の所在地 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル

代表者の役職及び氏名 代表取締役 浦谷 元彦

資本金 10百万円

事業の内容 投資事業

主たる出資者及びその出資比率 浦谷 元彦  100％

(注)資本金、主たる出資者及びその出資比率の欄は、平成22年１月31日現在におけるものであります。

 

(2) 提出者と割当予定先との間の関係

資本関係
当社と当該会社との間には，記載すべき資本関係はありません。また，当社の関係者及び関係会社と
当該会社の関係者及び関係会社の間には，特筆すべき資本関係はありません。

人的関係
当社と当該会社との間には，記載すべき人的関係はありません。また，当社の関係者及び関係会社と
当該会社の関係者及び関係会社の間には，特筆すべき人的関係はありません。

取引関係
当社と当該会社との間には，記載すべき取引関係はありません。また，当社の関係者及び関係会社と
当該会社の関係者及び関係会社の間には，特筆すべき取引関係はありません。
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(3) 割当予定先の選定理由

　割当予定先としてマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社を選定した理由は以下のとおり

です。

　当社グループが、土地の仕入から、マンション企画開発、さらにリーシングまでを当社グループで完結するこ

とのできる強みを活かし、今後、成長していくためには、事業資金の確保及び財務基盤の健全化と強化を図る

ことが喫緊の経営課題であると考えており、事業資金の確保及び財務基盤の健全化と強化を目的として間接

金融・直接金融を含めた資金調達計画を検討してまいりました。かかる資金調達計画の検討において、当社

は、事業会社、金融投資家や取引先など幅広い候補先の中から、今後の当社グループの事業戦略を理解した上

で、当社の経営方針を尊重し、事業発展をともに行える候補先に対する第三者割当の方法による新株予約権の

発行を行うことを検討してまいりました。

　かかる検討を経て、当社は、平成22年６月15日開催の取締役会においてマイルストーン・キャピタル・マネ

ジメント株式会社を割当予定先とする第三者割当の方法による本新株予約権の発行を決議いたしました。

　当社が同社を知った経緯は、当社が複数の投資ファンド等との協議・交渉を進めていく中で、定期的に開催

している決算説明会を通じて交流のあった証券会社からの紹介で、株式会社オプティマム・キャピタル・ア

ドバイザリーからファイナンシャルアドバイザリー業務の提供を受けることとなり、同業務の一環として紹

介を受けたものであります。マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社は、代表取締役の浦谷元彦

氏が設立した、東京に拠点を置く企業育成の投資事業を目的とした株式会社であり、同社は投資先の選定にお

いて、定量定性の両面での調査分析、経営者等との面談等を通じて、当該企業のリスクと将来性を評価すると

いう投資先選定方針に基づき、全国的に投資対象とする企業の選定を行っております。同社は、今回の第三者

割当による本新株予約権の割当予定先でもあり、当社グループの資金需要に応じた新株予約権の行使を通じ

て、機動的かつ柔軟な資金調達が可能となるようご支援いただけることとなっております。

　当社は、上記割当予定先選定方針に沿って、複数の投資家との間で、当社への出資についての協議・交渉を

行ってまいりましたが、その中で、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社からも、当社グルー

プの事業に関心を示していただき、資金調達への支援につき協議・交渉を行うこととなりました。

　当社は、今回の資金調達に際して、複数の投資ファンド等より様々な提案を受領しましたが、当社は、マイル

ストーン・キャピタル・マネジメント株式会社の提示した条件が、以下に記載するとおり、当社及び当社の既

存株主様にとって最も有利な内容であると判断し、同社を割当予定先として選定いたしました。

　同社の提示した条件は、行使価額修正型のMSワラントではなく、行使価額固定型で、かつ、今後の当社グルー

プの資金需要に応じ、一定の条件を満たした場合には当社から新株予約権の行使指示をすることが可能であ

り、また、一定の条件を満たした場合には当社が新株予約権を取得できる旨の取得条項が付されており、より

有利な資金調達手法を選択することが可能となっているなどの点で、当社及び当社の既存株主様にとって最

も有利な内容であると判断されました。
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また、開示資料を元に集計すると、同社は設立以降本日現在までの約１年４ヶ月で、当社を除く上場企業５

社に対して、第三者割当増資による新株式及び新株予約権の引受並びに新株予約権の行使で約11億円の払込

を行っております。このうち、発行会社による取得等でそれ以降の行使が不能となったケースを考慮した場合

には、約６割が行使済みである、との実績が示されております。上記の新株予約権はすべて行使価額と目的株

式数が固定された新株予約権であり、実質的に行使可能となるのは発行会社の株価が新株予約権の権利行使

価額を上回る場合に限られます。発行会社の株価が権利行使価格を下回って推移する期間があることを勘案

いたしますと、行使可能残高の約６割が行使されているという実績からは、マイルストーン・キャピタル・マ

ネジメント株式会社による新株予約権の行使が市場動向に応じて適時に行われていることが推認できます。

したがって、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社を割当予定先として選定することは、適時

の資金確保を図るという本新株予約権の発行目的に合致するものと考えております。

　これらの点に加え、同社が、企業の成長を支援するとの理念を有していること、当社との度重なる協議を通

じ、当社グループの事業戦略についてのご理解とご賛同を頂いたこと、当社の経営方針を尊重し、経営に関与

はしない旨、及び当社グループによる今後の資金調達についても柔軟に協議に応じる旨の意向を示している

ことなども踏まえ、同社を本新株予約権の割当予定先として選定いたしました。

 

(4) 割り当てようとする新株予約権の目的である株式の数

　当社普通株式 32,500株

 

(5) 株券等の保有方針

　マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社は、本新株予約権の行使によって取得することとな

る株式の保有方針に関して、本新株予約権の払込期日時点における当社上場株式数の５％以上を保有しない

ことを表明しており、当社との間で当該保有方針を記載したコミットメント条項付き第三者割当契約を締結

しております。

　また、同社より当社グループの企業価値向上を目指した投資である旨の意向を表明していただいており、本

新株予約権の引き受けに際して、同社はエクイティ・コミットメント・ラインに基づいて、当社グループの機

動的な資金調達要請に応ずることとなっております。

 

 

(6) 払込みに要する資金等

　当社は割当予定先より引受けに係る払込を行うことが十分に可能である資金を保有している事を表明及

び保証した書面を受領しております。また、最近の財産状態の説明を聴取、預金口座の通帳の写しを確認する

ことにより、払込に要する財産の存在について確認しております。

　以上より、当社は割当予定先が本新株予約権の発行価額総額の払込に要する金額を有しているものと判断い

たしました。
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(7) 割当予定先の実態

　当社は、割当予定先であるマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社及び当該割当予定先の役

員が反社会的勢力等とは一切関係がないことを確認しており，その旨の確認書を株式会社大阪証券取引所に

提出しております。また、当社は独自に専門の調査機関に調査を依頼し、割当予定先について反社会的勢力と

の関係がない旨の報告を受けております。

 

２ 【株券等の譲渡制限】

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。

 

３ 【発行条件に関する事項】

本新株予約権の発行価額は、本新株予約権の発行要項及びコミットメント条項付き第三者割当契約に定められた

諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎とした第三者算定機関に

よる評価書を参考に、本新株予約権１個の払込金額を11,193円（１株当たり111.93円）といたしました。本新株予約

権の行使価額は、割当予定先であるマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社との協議の結果、本新株予

約権発行に係る取締役会決議日の直前取引日(平成22年６月14日)の株式会社大阪証券取引所ヘラクレス市場におけ

る普通取引の終値の94.6％に相当する金額（28,000円）といたしました。

本新株予約権の発行価額の算定方法については、第三者算定機関からの評価書により、算定に係る前提条件及びそ

の算定方法について適正なものであることを確認いたしました。本新株予約権の行使価額の算定方法については、直

近の市場株価が当社の株式価値をより適正に反映していると判断し、これを基に割当予定先との協議の結果、ディス

カウント率を5.4％といたしました。

なお、行使価額の当該直前取引日までの１か月間の終値平均29,454円に対する乖離率は▲4.9％、当該直前取引日

までの３か月間の終値平均30,119円に対する乖離率は▲7.0％、当該直前取引日までの６か月間の終値平均27,675円

に対する乖離率は1.2％であります。

以上のことから、本新株予約権の発行価額及び行使価額は、適性かつ妥当な価額であり、有利発行には該当しない

ものと判断いたしました。

 

４ 【大規模な第三者割当に関する事項】

平成22年６月15日現在の当社の発行済株式総数133,225株に係る議決権の総数は133,225個で、本新株予約権が全

て行使された場合に発行される当社株式32,500株に係る議決権の数は32,500個となり、現在の当社の発行済株式総

数及び議決権の総数に対する割合は24.4％となります。したがって、本新株予約権の発行は、25％以上となる場合に

当たらず、また、支配株主となるものが生じる場合にも当たりませんので、「企業内容等の開示に関する内閣府令 第

２号様式 記載上の注意(23-6)」に規定する大規模な第三者割当には該当いたしません。
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５ 【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式
数
(株)

総議決権
数に対す
る所有議
決権数の
割合(％)

割当後の
所有株式
数
(株)

割当後の
総議決権
数に対す
る所有議
決権数の
割合　(％)

森山　茂 大阪府豊中市 37,05227.8137,05222.36

松下一郎 兵庫県宝塚市 25,55219.1725,55215.42

有限会社剛ビル
大阪府豊中市新千里
北町２丁目16-16

9,5007.13 9,5005.73

江口和志 大阪府吹田市 7,5525.66 7,5524.56

CAPITALAND FUND INVESTMNTPRIVATE LIMITED
（常任代理人 キャピタランド・ジャパン株式
会社）

39 ROBINSON
ROAD,#18-01
ROBINSON POINT
SINGAPORE068911（東
京都千代田区丸の内
２丁目7-3 東京ビル
ディング）

5,7504.31 5,7503.47

谷口清春 大阪府豊中市 3,4042.55 3,4042.05

森山純子 大阪府豊中市 3,2502.43 3,2501.96

中村崇則 東京都港区 3,0002.25 3,0001.81

OKASAN INTERNATIONAL(ASIA)LIMITED A/C
CLIENT(常任代理人 岡三証券株式会社)

UNIT NOS.4601 46F,
THE CENTER 99
QUEENS ROAD
CENTRAL,HONG KONG
（東京都中央区日本
橋１丁目17-6）

1,7711.32 1,7711.07

池田　渉 大阪府高槻市 1,4521.08 1,4520.88

計 － 98,28373.7798,28359.30

(注)１．所有株式数につきましては、平成21年11月30日現在の株主名簿に記載された数値を基準として記載しております。
２．直近日現在（平成22年６月15日）の発行済株式数は133,225株であります。
３．今回発行される本新株予約権は、行使までは潜在株式として割当予定先にて保有されます。行使期間は平成24年６月
30日までの発行後２年間となっております。今後割当予定先によるそれらの行使状況及び行使後の株式保有状況に応
じて、大株主及び持株比率の状況が変動いたします。

４．本新株予約権発行後の割当予定先によるそれらの行使状況については、現時点では未確定のため、表示しておりませ
ん。なお、本新株予約権には、株式の急速な希薄化を防止することを目的として、本新株予約権の行使によって取得す
ることとなる株式数が、本新株予約権の払込期日時点における当社上場株式数の５％を超えることとなる場合の、当
該５％を超える部分に係る新株予約権の行使はできない旨の行使制限条項が付されております。

 

６ 【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。

 

７ 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

 

８ 【その他参考になる事項】

該当事項はありません。

 

 

第４ 【その他の記載事項】

該当事項はありません。
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第二部 【公開買付けに関する情報】

第１ 【公開買付けの概要】

該当事項はありません。

 

 

第２ 【統合財務情報】

該当事項はありません。

 

 

第３ 【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】

該当事項はありません。
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第三部 【追完情報】

　事業等のリスクについて

第四部　組込情報の有価証券報告書（第28期）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書提

出後（平成22年２月26日提出）、本有価証券届出書提出日（平成22年６月15日）までの間に生じた変更はありませ

ん。

また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日（平成22年６月15日現

在）においても変更の必要はないものと判断しております。

 

 

第四部 【組込情報】

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書
事業年度
(第28期)

自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日

平成22年２月26日
近畿財務局長に提出

有価証券報告書の
訂正報告書

事業年度
(第28期)

自　平成20年12月１日
至　平成21年11月30日

平成22年３月30日
近畿財務局長に提出

四半期報告書
事業年度

(第29期第１四半期)
自　平成21年12月１日
至　平成22年２月28日

平成22年4月14日
近畿財務局長に提出

四半期報告書の
訂正報告書

事業年度
(第29期第１四半期)

自　平成21年12月１日
至　平成22年２月28日

平成22年4月28日
近畿財務局長に提出

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出し

たデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)

Ａ４－１に基づき本届出書の添付書類としております。

 

 

第五部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

 

 

第六部 【特別情報】

第１ 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
　
　

　

平成21年２月26日

　

サムティ株式会社

取締役会　御中

　

監査法人トーマツ 　

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　石　　田　　　　　昭　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　井　　上　　嘉　　之　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられているサムティ株式会社の平成19年12月１日から平成20年11月30日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算

書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、サムティ株式会社及び連結子会社の平成20年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連

結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。

 追記情報 

 １．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は借入金に関する財務制限条項に抵

   触する事実が発生しており、また、販売用不動産及び賃貸事業用固定資産の不動産市況が将来、著

   しく下落した場合には、借入金の調達に影響を与える可能性がある。当該状況により継続企業の前

   提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されてい

   る。連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を連結

   財務諸表には反映していない。 

 ２．連結財務諸表作成のための基本となる事項４(１)記載されているとおり、会社は当連結会計年度

   から棚卸資産の評価に関する会計基準が適用できることになったため、この会計基準を適用して連

   結財務諸表を作成している。 

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
　
 

(注) １　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　
　

　

平成22年２月22日

　

サムティ株式会社

取締役会　御中

　

監査法人だいち 　

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士　星　　野　　　　　誠　　㊞

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士　村　　田　　直　　隆　　㊞

　

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられているサムティ株式会社の平成20年12月1日から平成21年11月30日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算

書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、サムティ株式会社及び連結子会社の平成21年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連

結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。 
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、サムティ株式会社

の平成21年11月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用

並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告

書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に

は防止又は発見することができない可能性がある。 

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な

虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  当監査法人は、サムティ株式会社が平成21年11月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示

した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価

の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 

(注) １　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
　
　

　

平成21年２月26日

　

サムティ株式会社

取締役会　御中

　

監査法人トーマツ 　

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　石　　田　　　　昭　　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　井　　上　　嘉　之　　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられているサムティ株式会社の平成19年12月１日から平成20年11月30日までの第27期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、サムティ株式会社の平成20年11月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 追記情報 

 １．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は借入金に関する財務制限条項に抵

   触する事実が発生しており、また、販売用不動産及び賃貸事業用固定資産の不動産市況が将来、著

   しく下落した場合には、借入金の調達に影響を与える可能性がある。当該状況により継続企業の前

   提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されてい

   る。財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表

   には反映していない。 

 ２．重要な会計方針３に記載されているとおり、会社は当事業年度から棚卸資産の評価に関する会計

   基準が適用できることになったため、この会計基準を適用して財務諸表を作成している。 

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
　
 

(注) １　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
　
　

　

平成22年２月22日

　

サムティ株式会社

取締役会　御中

　

監査法人だいち 　

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士　星　　野　　　　　誠　　㊞

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士　村　　田　　直　　隆　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられているサムティ株式会社の平成20年12月1日から平成21年11月30日までの第28期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、サムティ株式会社の平成21年11月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 

(注) １　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年４月10日

サムティ株式会社

取締役会　御中

　

監査法人だいち
　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士　　星　　野　　 　 　誠　  印
　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士　　村　　田　　直　　隆　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサム

ティ株式会社の平成20年12月１日から平成21年11月30日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間(平

成20年12月１日から平成21年２月28日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四

半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半

期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、サムティ株式会社及び連結子会社の平成21年

２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は借入金に関する財務制限条項に抵触する事

実が発生しており、また、販売用不動産及び賃貸事業用固定資産の不動産市況が将来、著しく下落した場合に

は、借入金の調達に影響を与える可能性がある。当該状況により継続企業の前提に関する重要な疑義が存在し

ている。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は、継続企業を前提

として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映していない。 

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

　報告書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年４月12日

サムティ株式会社

取締役会　御中

　

監査法人だいち
　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士　　星　　野　　 　 　誠　  印
　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士　　村　　田　　直　　隆　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサム

ティ株式会社の平成21年12月1日から平成22年11月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間（平成

21年12月1日から平成22年2月28日まで）及び第1四半期連結累計期間（平成21年12月1日から平成22年2月28

日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連

結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、サムティ株式会社及び連結子会社の平成22年2

月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

　報告書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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